
別紙第３号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：小樽市下水道事業会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

資金不足比率    （％）

１０１．６（Ｈ１８）

フォローアップ用

10,923

小樽市

0

0.471

事　　業　　名 公共下水道事業

□適　用　 □非適用事業開始年月日 昭和32年3月25日 地方公営企業法の適用・非適用

職員数※  (H19. 4. 1現在)

１８８円（Ｈ１８） 29,124資本費

団　　体　　名※

構成団体名

公営企業債現在高（百万円）

18

0

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

利益剰余金又は積立金（百万円）

２０．２（Ｈ１９）0

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

計 画 期 間

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

財政再建推進プラン実施計画（平成17年度～平成21年度）

議会への報告、小樽市ホームページ及び広報紙に掲載

既存計画との関係

公営企業管理者　工藤　利典

内　　　容

計 画 名

基 本 方 針

区　　分

　生活環境の改善・公共水域の水質保全等、下水道事業としての役割を果たし
つつ、人員の適正管理・維持管理業務の効率化を図り、計画的な建設投資を実
施することにより、本計画における目標を確実に実施する。
　また、私費負担・公費負担の区分を明確にし、繰出基準に基づいた繰入金を
確保することにより、資金収支の安定化を図る。

公営企業経営健全化計画

平成19年度～平成23年度

〔合併期日：平成　年　月　日　合併前市町村：　　　　　　　　　　　　　　　 〕

計画策定責任者

公 表 の 方 法 等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。
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資本費平準化債（未利用分）

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

下水道事業債
公
営
企
業
債

未稼働資産等債

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

公
営
企
業
債

下水道事業債

1,472,212 83,260 134,290 1,689,762

77,565 77,565

31,898 31,898

1,472,212 5,695 102,392

493,897 0 0 493,897

493,897 493,897

1,990,361

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

1,990,361

5,432,795

1,033,201

6,465,996

656,489

2,504,079

376,712

合　　　計　　　　 (B)

下水道事業債

下水道事業債（臨時財政特例債）

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

1,971,556

1,847,590

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

公営企業で負担するもの (A)-(B) 1,971,556 2,504,079 1,990,361

公営企業で負担するもの (A)-(B) 493,897 0 0

合　　　計　　　　 (B)

1,594,844

1,689,762

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 1,472,212 83,260 134,290

493,897

6,465,996

合　　計

(単位：千円)

1,580,299

旧 資 金 運 用 部 資 金
1,972 2,504 1,990繰上償還希望額

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

繰上償還希望額

6,466

291 584 342 1,217

494 0 0繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

1,761公営企業金融公庫資金 1,540 87 135

494旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 適正な定員管理による人件費の削減

課 題 ② 維持管理費の縮減

課 題 ③ 資本費の軽減

課 題 ④ 収入の確保

課 題 ⑤ 繰出基準に基づいた繰入金の確保

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容
　海に面して山・坂が多く、東西に長い地形的特徴があり、処理場、ポンプ場、管渠等の建設
に多額の事業費を要してきたたためこれら下水道施設に対する資本費、維持管理費が割高とな
る傾向にある。特に処理区域面積当たりの資本費については、他都市と比較し非常に高い状況
となっている。（地形に起因する問題）
　また、平成１８年度の国の財政措置の変更に伴い、それまで収益的収入に計上していた一般
会計からの繰入金が、平成１８年度からは「分流式下水道等に要する経費」としての繰入（収
益的収入）と「下水道事業債（特別措置分）」としての借入（資本的収入及び収益的収入（枠
外））に分割して計上されることとなったため、収益的収支の悪化に繋がった。（制度に起因
する問題）
　さらに、下水道事業は、一般会計からの繰入金が多額となるため、下水道事業における維持
管理費・資本費の圧縮を図ることにより繰入金の圧縮に繋がることとなるため、財政当局との
連携をとりながら、経営の効率化を図っていく必要がある。

小樽市下水道事業は、昭和３２年度の供用開始当時から地方公営企業法全部適用により、複式
簿記に基づく会計方法を採っており、損益収支・資金収支の両面で経営の健全化に努めている
ところであるが、各種制度改正により、資金収支では改善されるが損益収支では悪化すると
いった事態も生じております。これにより、平成１８年度から２０年度までは資金収支では均
衡を保っているが、損益収支では純損失が生じる見込みとなっている。しかし、これまでの経
営改善努力の継続は当然として、更なる経費の削減・収入の確保に努めることにより、平成２
１年度からは損益収支においても純利益を生じることとしている。

平成１８年度の財政措置の変更に伴い、繰出基準に「分流式下水道等に要する経費」が追加さ
れ、私費・公費の負担区分が今まで以上に明確になったことにより、平成１７年度までの収支
不足分の繰入（基準外）は解消された。今後は、繰出基準に基づく繰入金を確保することによ
り下水道事業の経営の安定化を図る必要がある。

処理区域内人口の減少が避けられない状況にあるため、下水道の未接続世帯・事業所に対し下
水道法の趣旨を理解してもらうことにより下水道への接続を促し、水洗化率を向上させ収入を
確保する必要がある。また、処理区域面積拡大に伴う受益者負担金を確保する必要がある。さ
らに、未収金徴収対策として従前から実施している収納業務の外部委託、コンビニエンススト
アにおける収納、及び給水停止プロジェクトによる未収金の早期解消対策は継続することと
し、新たに滞納システムの導入によりさらなる未収金の解消に努める必要がある。

地形的な要因により、処理場及びポンプ場の施設数が多く、それに伴い減価償却費及び利息負
担が大きい。
減価償却費については、適切な会計処理の選択により圧縮を図る必要がある。
利息については、高金利時代に借入れた企業債の借換えにより過去の建設投資に係る利息負担
の軽減を図り、今後の建設投資については、施設の老朽化の状況及び施設の運転コスト等を考
慮しながら適切に実施する必要がある。
また、資金ベースでの資本費については、中・長期的な経営計画に基づいた資本費平準化債
（拡大分）の借入により、世代間の負担の公平を保ちながら資本費の平準化を図る必要があ
る

処理区域の拡大もほぼ終了し、処理区域内人口が減少傾向にある中で、有収水量も減少してい
るため、維持管理業務の効率化を図り、処理原価を減少させる必要がある。
また、地形的な要因により処理場及びポンプ場の施設数が多く、その施設にある機器類に係る
修繕費等の保守料が割高となってしまうため、機器等の老朽化の状況を考慮しながら、適切な
更新を実施する必要がある。

他都市と比較し、処理区域面積当たりの職員数は低い状況であるが、有収水量が減少傾向にあ
ることから、維持管理業務の効率化を図り、業務量に見合った職員の適正配置を実施すること
により、人件費を圧縮する必要がある。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業） 小樽市下水道事業会計

（１）収益的収支、資本的収支
（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （実績） （計画第４年度） （実績） （計画第５年度） （見込）

区　　　　　　分

１． (A) 2,239 2,257 2,200 2,190 2,157 2,149 2,117 2,149 2,083 2,099

(1) 2,068 2,086 2,040 2,031 2,010 2,007 1,980 2,021 1,950 1,974

(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(3) 171 171 160 159 147 142 137 128 133 125

（171） (171) （160） (159) （147） (142) （137） (128) （133） (125)

２． 1,390 1,399 1,361 1,368 1,604 1,572 1,597 1,539 1,600 1,161

(1) 1,385 1,385 1,356 1,356 1,582 1,529 1,554 1,510 1,535 1,129

1,385 1,385 1,356 1,356 1,582 1,529 1,554 1,510 1,535 1,129

0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 5 14 5 12 22 43 43 29 65 32

(C) 3,629 3,656 3,561 3,558 3,761 3,721 3,714 3,688 3,683 3,260

１． 2,519 2,524 2,516 2,375 2,444 2,457 2,401 2,259 2,467 2,404

(1) 124 114 110 85 114 65 115 70 116 76

58 63 55 49 57 38 57 39 58 38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 51 55 36 57 27 58 31 58 38

(2) 967 991 1,067 969 1,009 1,127 960 842 935 988

183 184 179 194 167 164 160 154 160 165

23 17 24 11 24 10 32 13 32 15

7 6 7 7 7 5 7 6 7 8

754 784 857 757 811 948 761 669 736 800

( )

経 費

動 力 費

修 繕 費

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

雨水処理負担金

そ の 他

減 価 償 却 費

収

益

的

収

収

益

的

収

入

収

益

的

収 入 計

そ の 他 補 助 金

退 職 手 当

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

基 本 給

そ の 他

フォローアップ用

(3) 1,428 1,419 1,339 1,321 1,321 1,265 1,326 1,347 1,416 1,340

２． 1,231 1,228 1,043 996 952 829 874 673 842 630

(1) 87 86 75 73 62 56 51 42 47 39

1,060 1,060 880 837 797 661 738 538 708 509

(2) 84 82 88 86 93 112 85 93 87 82

(D) 3,750 3,752 3,559 3,371 3,396 3,286 3,275 2,932 3,309 3,034

(C)-(D) (E) -121 -96 2 187 365 435 439 756 374 226

(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 10 10 10 10 10 10 10 31 10 11

(F)-(G) (H) -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -31 -10 -11

-131 -106 -8 177 355 425 429 725 364 215

(I) -11,054 -11,029 -11,062 -10,852 -10,707 -10,427 -10,278 -9,702 -9,914 -9,487

(J) 359 366 358 353 352 393 347 361 342 315

353 352 348 342 342 371 337 347 332 309

(K) 355 345 358 305 352 226 347 162 342 308

250 250 210 163 230 150 260 15 200 205

105 95 146 141 120 76 85 147 140 102

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B)

(M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A)-(B) (N) 2,239 2,257 2,200 2,190 2,157 2,149 2,117 2,149 2,083 2,099

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0

451.4

0.00.0

485.5485.1

支 払 利 息

そ の 他

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

）

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

特 別 損 益

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

経 常 損 益

う ち 未 払 金

支

支

出

支 出 計

0.0

496.4

流 動 資 産

流 動 負 債

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

不 良 債 務 比 率 （ 0.0 0.0）

×100 488.7

0.0

495.5

0.0

502.8493.7

×100

((M)／(N)×100)

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

資 金 不 足 比 率

451.9

0.00.0

475.9



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （実績） （計画第４年度） （実績） （計画第５年度） （見込）

区　　　　　　分

１． 4,825 3,223 4,325 5,875 4,190 4,320 1,636 1,579 1,392 1,130

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 181 181 163 163 168 213 209 216 227 236

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 699 699 835 835 851 1,100 685 543 522 440

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 2 9 0 6 0 6 0 4 0 2

９． 34 23 31 15 26 18 23 9 22 8

(A) 5,741 4,135 5,354 6,894 5,235 5,657 2,553 2,351 2,163 1,816

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A)-(B) (C) 5,741 4,135 5,354 6,894 5,235 5,657 2,553 2,351 2,163 1,816

１． 1,379 1,354 1,672 1,641 1,713 2,118 1,433 1,172 1,124 1,013

26 25 32 37 28 53 27 55 26 60

２． 6,087 4,517 4,848 6,366 4,820 4,840 2,397 2,523 2,392 2,517

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 44 44 649 800 772 838 801 918 685 315

(D) 7,510 5,915 7,169 8,807 7,305 7,796 4,631 4,613 4,201 3,845

 (D)-(C) (E) 1,769 1,780 1,815 1,913 2,070 2,139 2,078 2,262 2,038 2,029

１． 1,493 1,527 1,541 1,885 1,891 2,208 1,941 2,408 1,925 1,988

２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

企 業 債 償 還 金

建 設 改 良 費
資

本

的

支

出
計

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

う ち 職 員 給 与 費

計

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

他 会 計 借 入 金

他 会 計 負 担 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

他 会 計 補 助 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

そ の 他

そ の 他

純 計

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 280 274 274 76 179 98 137 53 113 48

(F) 1,773 1,801 1,815 1,961 2,070 2,306 2,078 2,461 2,038 2,036

-4 -21 0 -48 0 -167 0 -199 0 -7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,078 28,038 27,751 27,746 27,210 27,302 26,519 26,425 25,580 25,099

28,078 28,038 27,751 27,746 27,210 27,302 26,519 26,425 25,580 25,099

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （実績） （計画第４年度） （実績） （計画第５年度） （見込）

区 　　　　分
1,556 1,556 1,516 1,515 1,729 1,671 1,691 1,638 1,668 1,254

1,527 1,521 1,484 1,482 1,698 1,652 1,660 1,603 1,638 1,218

29 35 32 33 31 19 31 35 30 36

29 32 32 33 31 19 31 35 30 36

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

181 181 163 163 168 213 209 216 227 236

181 181 163 163 168 173 209 215 227 236

0 0 0 0 0 40 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち料金収入に計上すべき繰入等

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 外 繰 入 金

計

そ の 他

収 益 的 収 支 分

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

て

ん

財

源

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

う ち そ の 他 に 係 る も の



（３）経営指標等

平成19年度 平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度

（計画初年度） （実績） （計画第２年度） （実績） （計画第３年度） （実績） （計画第４年度） （実績） （計画第５年度） （見込）

資金不足比率 (％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

料金回収率
※ (％) 99.3 97.4 105.6 113.5 131.6 130.4 141.5 163.0 140.2 114.5

総収支比率（法適用） (％) 96.5 97.2 99.8 105.2 110.4 112.9 113.1 124.5 111.0 107.1

経常収支比率（法適用） (％) 96.8 97.4 100.1 105.5 110.7 113.3 113.4 125.8 111.3 107.4

営業収支比率（法適用） (％) 88.9 89.4 87.4 92.2 88.3 87.5 88.2 95.1 84.4 87.3

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 493.7 488.7 502.8 495.5 496.4 485.1 485.5 451.4 475.9 451.9

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 42.9 42.6 42.6 42.6 46.0 44.9 45.5 44.4 45.3 38.5

うち基準内繰入金 (％) 98.1 97.8 97.9 97.8 98.2 98.9 98.2 97.9 98.2 97.1

うち基準外繰入金 (％) 1.9 2.2 2.1 2.2 1.8 1.1 1.8 2.1 1.8 2.9
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 100.0 91.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(％) 3.2 4.4 3.0 2.4 3.2 3.8 8.2 9.2 10.5 13.0

うち基準内繰入金 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 81.2 100.0 99.5 100.0 100.0

うち基準外繰入金 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 0.5 0.0 0.0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率

収益的収入分

資本的収入分



 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目 収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

１　使用料設定の考え方、使用料収入の見込
み

【使用料設定の考え方】H１６年度に「資本費平準化債（拡大分）」が新設されたこと、及び、H１８年度の国の財政措置の変更により「分流式下水道
等に要する経費」（繰出基準）、「下水道事業債（特別措置分）」（起債）が新設されたこと等に伴い、使用料対象資本費の考え方に大幅な変更が生じ
た。今後については、不良債務が発生した時点で使用料改定を検討することとなる。
【料金収入の見込み】今後の料金収入については、人口の減少に伴い減少するものと考え、人口減少率（１．５％）の減を毎年度見込んだ。ただし、
未接続世帯・事業所への接続

４　その他収支見通し策定に当たって前提と
したもの

２　他会計繰入金の見込み
　繰出基準に基づく部分については、全額繰入れしている。そのうち、H１８年度に創設された「分流式下水道等に要する経費」については、処理区
域内人口密度から導かれる公費負担率がH２１年度に４割から５割に上がる見込みであるため、増額で見込んでいる。
　基準外では、福祉施策に係る減免相当額を繰り入れしているが、微減傾向と推計している。

３　大規模投資の有無、資産売却等による収
入の見込み

処理場・ポンプ場について施設の老朽化が著しいため、計画期間をＨ１７～Ｈ２５までの９年間とした更新計画を策定し、国庫補助事業にて実施する
こととしている。（事業規模：９年間合計で９７億円）

【定員管理】適正な定員管理に基づく人員削減については、組織機構の見直し等積極的に実施しており、現状においても集中改革プランでの目標を
確実に実施しているところである。本計画においては、集中改革プランで目標としていたＨ２１年度１７名体制を一年前倒しし、H２０年度から１７名体
制を実施することとし、更なる人員削減効果を出すこととしている。



Ⅳ　経営健全化に関する施策 フォローアップ用

将来人口に見合った施設規模を想定した施設等の更新を行い、また、最新技術の導入により、省エネルギー化・高寿命を進めながら、維持管理
業務の効率化を図る。これにより、動力費、委託料が縮減可能となる。【課題２】

小樽市の策定した財政再建推進プラン（平成21年度に17名とする計画）実施計画を1年前倒して、平成20年4月に１名削減し17名とする予定→17
名とした。平成19年6月11日現在では平成17年5月から5名削減（達成率、８３．３％）→平成20年4月10日現在では平成17年5月から6名削減（達成
率（１００％）【課題１】

平成１９年４月１日から給与構造改革を導入し、小樽市独自に本俸５％を削減している。地域手当については、不支給。特殊勤務手当について
は、平成１９年４月１日から、１６種類から４種類へ整理し支給対象を縮小。【課題１】

今後、民間委託の推進や事務・事業の見直し等を行い、退職不補充などによる計画的な職員数の削減に取り組む。(退職予定者数　H19：1人、
H20：1.5人、H21：0人、H22：0人、H23：0人)→（退職予定者数：H19：1.5人、H20：2.5人、H21：1人、H22：0.5人、H23：1.5人）また、現在、小樽市では
国の行政職俸給表（二）に準じた給料表を導入していないが、今後導入を検討していく。給与の状況について、「地方公共団体における職員給与
等の公表について」に基づき平成20年3月までに公表する→平成20年3月に公表した（小樽市ＨＰ）。【課題１】

退職手当については、国に準じた支給方法であるが、財政事情等を考慮し調整額は当分の間制度を凍結する。【課題１】

小樽市は北海道都市職員共済組合（都市職員共済）の構成員となっており、下水道事業会計分は同会計で負担している。制度（負担金率等）の
決定や運営については、都市職員共済が行っている。【課題１】

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
まえた給与構造の見直し、地域手当
のあり方

項　　　　目

【維持管理費効果額算出方法】
計画前5ｶ年については平成13年度を基準とし、計画期間については平成18年度を基準にしている。

具　体　的　内　容

【人件費効果額算出方法】
計画前5ｶ年については平成13年度を基準とし、計画期間については平成18年度を基準にした人員削減効果と本市が取り組んできた人件費削減
施策による効果を示している。

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人
件費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

◇　技能労務職員に相当する職種に
従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用
等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効
率化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託
の推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

給与定員管理の状況については、国の様式に合わせて公表を行っている。国（総務省）や北海道のホームページとリンクさせている。
また、財政再建推進プラン実施計画（集中改革プラン）については、小樽市ホームページで公表している。

H12年度から「事務事業評価」、H14年度から「施策評価」について導入済みであるが、評価手法について再構築中である。H18年度からは上記に
「政策評価」も加えた3項目について新たな評価手法の試行中である。H20年度に策定される次期総合計画では、成果目標が設定されるため、そ
れに合わせた評価手法を検討し、実施していく見通しである。
→H20年度に策定された第６次総合計画では、成果指標が設定されたため、指標達成に向けた取組みを実施していくこととする。

不良債務が発生した時点で使用料改定を検討する。
使用料収入は今後の人口減を考慮し減少傾向で見込むが、資本費平準化債（拡大分）の借入及び私費・公費の負担区分に基づいた繰入金の確
保により当面は不良債務発生の懸念はなく現行の使用料水準は適正であると考える。
【課題３・５】
また、未収金の収納対策等更なる経営努力による収入確保に引き続き努めていく必要がある。【課題４】

具　体　的　内　容

【収入効果額算出方法】
下水道未接続世帯・事業所に対し接続を促すことによる下水道使用料増収の取り組みを行い、平成19年度予算との比較により想定される増額分
を効果額に計上している。【課題４】
受益者負担金については、処理区域面積拡大により見込まれる収入額を効果額に計上している。【課題４】
未収金徴収対策によるものについては、各施策における単年度収入額を効果額としている。【課題４】

○　行政評価の導入

５　その他

○　料金水準が著しく低い団体にあっ
ては、コスト等に見合った適正な料金
水準への引き上げに向けた取組

項　　　　目

○資本費の軽減　【課題３】
【減価償却費】地方公営企業法施行規則第８条第４項による「みなし償却」については、従前から行っており、今後も継続することにより、減価償却
費の圧縮を図る。
【企業債利息】従前から行っている公営企業金融公庫の高資本費対策借換債は導入済みであるが、今後は、本計画に基づく繰上償還を実施して
いくことで、損益収支の改善を図る。

３　コスト等に見合った適正な料金水準へ
の引上げ、売却可能資産の処分等による歳
入の確保

○　経営健全化や財務状況に関する情
報公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公
開の推進と行政評価の導入



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

注 上記各項目 は 採り上げた経営課題 対応する取組と 掲げた経営健全化 関する施策 うち それぞれ各項目 該当するも そ 対応関係が分かるよう 記 する と

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

適正な定員管理による人員配置及び給与の独自削減施策の継続により人件費総額を削減する。【課題１】

・老朽化した施設・機器等の計画的な更新により、運転管理に係るコスト（維持管理費）の縮減を図る。【課題２】
・未接続世帯・事業所に対し下水道への接続を促し、水洗化率の向上を図ることにより使用料収入を確保する。【課題４】
・繰出基準に基づいた繰入金を確保することにより収益的収入を安定化させ収支の改善を図る。【課題５】

H１８年度の国の財政措置の変更に伴い、「分流式下水道等に要する経費」（繰出基準）及び「下水道事業債（特別措置分）」が新設されたことにより、収支不足
分（基準外）の繰入金は大幅に解消されることとなった。今後発生する基準外繰入金については、福祉施策による下水道使用料減免相当額のみとなる。内容的に
は料金収入に計上すべきものなので、施策が継続している間は解消すべきものではないと考えている。今後も、施策変更の動向は注視していく考えである。【課
題５】

フォローアップ用

下水道事業の経営健全化について
　下水道事業は、制度上、一般会計からの繰入による税金での一定程度の負担を前提としている事業であるため、一般会計との関わりは他の事業と比較して大き
い。平成１７年度までは、収支不足分の繰入として基準外で繰入れていたものもあったため、一般会計の財政状況により繰入金が減額されたこともあった。しか
し、平成１８年度の財政措置の変更に伴い、繰出基準に「分流式下水道等に要する経費」が追加されたことにより、私費・公費の負担区分が今まで以上に明確と
なり、収支不足分の繰入は解消されることとなった。今後は、繰出基準に基づく繰入金を確保することにより、下水道事業の経営の安定化を図ることとする。ま
た、下水道事業での資本費・維持管理費の圧縮は、一般会計からの繰入金の圧縮に繋がるため、小樽市全体として考えた場合にも、下水道事業の経営健全化は重
要な課題であるという認識の基で、本計画に基づく各種施策を確実に実施することとする。

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（５）下水道事業

区分
平成19年度

（計画初年度）
平成１９年度

（実績）
平成20年度

（計画２年度）
平成２０年度

（実績）
平成21年度

（計画３年度）
平成２１年度

（実績）
平成22年度

（計画４年度）
平成２２年度

（実績）
平成23年度

（計画５年度）
平成２３年度

（見込）
計画合計

計画合計
（見込）

処理区域内人口（人） 135,608 135,960 133,574 133,910 131,570 132,111 129,597 130,400 127,653 128,444
増減 -2,065 -1,713 -2,034 -2,050 -2,004 -1,799 -1,974 -1,711 -1,944 -1,956 -10,020 -9,229

水洗便所設置済人口（人） 128,421 129,211 126,762 127,632 124,992 125,785 123,246 124,686 121,525 122,279
増減 -1,776 -986 -1,659 -1,579 -1,770 -1,847 -1,746 -1,099 -1,721 -2,407

水洗化率（％） 94.7 95.0 94.9 95.3 95.0 95.2 95.1 95.6 95.2 95.2
増減 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 -0.1 0.1 0.4 0.1 -0.4 0.6 0.6

有収水量（㎥） 13,825,651 13,890,906 13,635,246 13,502,147 13,431,752 13,367,583 13,230,617 13,464,521 13,033,626 13,145,000
増減 -210,543 -145,288 -190,405 -388,759 -203,494 -134,564 -201,135 96,938 -196,992 -319,521

使用料単価（円/㎥） 150 150 150 151 150 150 150 150 150 150
増減 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0

料金改定率（％）
増減

収納率（％） 88.2 88.3 88.3 88.3 88.3 88.1 88.3 88.2 88.3 88.2
増減 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
増減

職員１人当たりの営業収益（千円） 124,389 125,412 129,412 128,846 126,882 126,439 124,529 126,412 122,529 123,471
増減 10,602 11,625 5,023 3,434 -2,530 -2,407 -2,353 -27 -2,000 -2,941 8,742 9,684

職員数（人） 18 18 17 17 17 17 17 17 17 17
増減 -2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -3 -3

管理運営費（千円） 3,750,000 3,752,228 3,559,000 3,371,271 3,396,000 3,285,982 3,275,000 2,932,000 3,309,000 3,034,000
増減 -35,977 -33,749 -191,000 -380,957 -163,000 -85,289 -121,000 -353,982 34,000 102,000 -476,977 -751,977

処理区域内人口１人当たりの管理運営費(千円) 28 28 27 25 26 25 25 22 26 24
増減 1 1 -1 -3 -1 0 -1 -3 1 2 -1 -3

汚水処理原価（円/㎥） 151 154 142 133 114 115 106 92 107 131
増減 1 4 -9 -21 -28 -18 -8 -23 1 39 -43 -19

汚水処理原価（維持管理費）（円/㎥） 65 67 67 64 64 62 63 60 64 66
増減 3 5 2 -3 -3 -2 -1 -2 1 6 2 4

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
増減

 使 用 料 回 収 率 (％) 99.3 97.4 105.6 113.5 131.6 130.4 141.5 163.0 140.2 114.5
増減 -0.7 -2.6 6.3 16.1 26.0 16.9 9.9 32.6 -1.3 -48.5

493.7 488.7 502.8 495.5 496.4 485.1 485.5 451.4 475.9 451.9
増減 13.8 8.8 9.1 6.8 -6.4 -10.4 -10.9 -33.7 -9.6 0.5

28,078 28,038 27,751 27,746 27,210 27,302 26,519 26,425 25,580 25,099
増減 -1,046 -1,086 -327 -292 -541 -444 -691 -877 -939 -1,326

 使 用 料 収 入 2,068 2,086 2,040 2,031 2,010 2,007 1,980 2,021 1,950 1,974

 改 善 額 144 171 146 182 143 174 140 148 136 133 709 808

①有収水量の増加 3 4 11 4 1 4 1 4 1 16 17

②使用料の適正化

③収納率の向上 144 168 142 171 139 173 136 147 132 132 693 791

 その他

 改 善 額 8 9 7 6 6 6 5 3 4 3 30 27

④受益者負担金収入の増加 8 9 7 6 6 6 5 3 4 3 30 27

 管 理 運 営 費 3,750 3,752 3,559 3,371 3,396 3,286 3,275 2,932 3,309 3,034

うち職員給与費中の退職手当を除いたもの 150 139 142 122 142 118 142 125 142 136

 改 善 額 45 42 63 97 121 131 180 180 180 185 589 635

⑤職員給与費の適正化（人員削減効果） 17 17 25 22 25 21 25 22 25 22 117 104

⑥職員給与費の適正化（削減施策効果） 9 10 9 17 9 15 9 17 9 17 45 76

19 15 29 58 87 95 146 141 146 146 427 455

うち職員給与費中の退職手当 22 36 58 81 35 22 0 82 58 24

⑧退職手当の適正化 0 0

 その他（　             　）

 改 善 額

1,328 1,470

1,217

　（収入の確保及び経営の効率化に向けた取組みについて）

○ 使用料適正化の考え方

○ 民間委託の取組状況

○ その他に記載された項目に関する取組等

改 善 額　　合　計

（E／K×100）　　　　　　
 累 積 欠 損 金 比 率 （％）

 企 業 債 現 在 高 （百万円）

（Ｉ／Ａ）　　Ｊ

フォローアップ用

④
Ｈ

目標又は実績

（参考）補償金免除額○計画前年度において使用料単価１５０円/㎥（20㎥当たり3,000円）未満（処理原価が150円/㎥未満の場合は処理原価未満）の事業にあっては、下記に使用料適正化の考え方を記載
し、当該適正化による増収額 を②に記載すること。

経
営
の
効
率
化

（料金改定実施年度に記載）　　Ｆ

（汚水処理経費(維持管理費)／有収水量）    L

⑥
Ｍ

⑤
Ｉ

Ｇ

○「経営の効率化」その他⑥の例：建設コストの縮減（上下水共同施工の実施、工法の見直し・技術開発の促進など。建設改良費の抑制は除く。）、電気・機械設備等の計画的修繕によ
る長寿命化など（記入単位は

経
営
の
効
率
化

⑦維持管理費（上記以外）の適正化
　　（　経費の節減等　）

○「収入の確保」その他④の例：未利用地の売却、資産の有効利用（用地等の貸付）、再生水の販売収入など（記入単位は百万円とするが、会計規模により千円単位でも可とする。）

（汚水処理経費／有収水量）　Ｋ

収
入
の
確
保

収
入
の
確
保

①

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

②
（使用料収入／有収水量）　　Ｅ

③
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